
 

○安中市法定外公共物の管理に関する条例施行規則 

平成18年３月18日 

安中市規則第131号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、安中市法定外公共物の管理に関する条例（平成18年安中市条例第177

号。以下「条例」という。）第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（許可の申請） 

第２条 条例第４条の行為の許可を受けようとする者は、許可を受ける行為の区分に応じた

許可申請書（様式第１号から様式第４号まで）に市長が必要と認める書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

（使用許可） 

第３条 市長は、行為の許可をしたときは、法定外公共物使用許可書（様式第５号）を交付

するものとする。 

（許可事項の変更） 

第４条 条例第４条後段の規定により許可を受けた事項の変更をしようとする者は、法定外

公共物使用等許可事項変更許可申請書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（許可の期間の延長） 

第５条 条例第４条第４号の行為の許可を受けた者が、条例第６条第２項の許可の期間を延

長しようとする場合においては、当該許可の期間の満了する日の１月前までに法定外公共

物使用等許可期間延長許可申請書（様式第７号）を市長に提出して許可を受けなければな

らない。 

（権利義務の移転） 

第６条 条例第７条第１項の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等権利義務移

転・承継許可申請書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

（完成の届出） 

第７条 条例第８条の規定による届出をしようとする者は、工作物の完成した日から14日

以内に法定外公共物使用等工事完了届（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

（原状回復等） 

第８条 条例第13条の規定により原状回復等をし、検査を受けようとする者は、14日以内

に法定外公共物使用等原状回復届（様式第10号）を市長に提出しなければならない。 



 

（身分証明書） 

第９条 条例第19条第４項に規定する証明書は、身分証明書（様式第11号）とする。 

（その他） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成18年３月18日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の安中市公共物使用等に関する条例施行規則

（昭和44年安中市規則第16号）又は松井田町公共物使用等に関する条例施行規則（昭和

50年松井田町規則第10号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ

この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

（施行期日） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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